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農

地

改

芾

後

に

お

け

る
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l

林
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の
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存

在

形

態

.

割
山
慣
行
の
實
態
と
そ
の
本
質

-
平

絢

子

-

.

「

日
本
史
上
の
劃
期
的
段
階
と
世
^
史
的
過
程
と
の
兩
者
に
よ
っ
て
規
定
せ 

ら
れ
た
意
義
と
制
約
と
を
も
つ」

(

今
次
土
地
制
度
改
革
が
終
了
し
て
か
ら
五
年 

が
經
過
し
た
。
そ
の
間
改
革
の
主
體
、
評
價
お
よ
び
改
革
後
の
農
業
構
造
一
農 

業
危
機
の
理
解
に
っ
い
て
荖
し
い
見
解
の
相
違
乃
至
對
立
が
あ
っ
た
ハ
1
^2)

「

解 

■放」

さ
れ
た
浏
設
南
作
地
を
含
む
、
今
や
日
本
農
業
に
お
け
る
支
配
的
形
態
と 

な
っ
た
苗
作
農
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
土
地(

全
耕
地
面
溃
の
八
七
％
> 

の
所
有
形
態——

い
わ
ゆ
る
自
作
農
的
土
地
所
有
！

の
性
格
規
定
は
そ
の
焦 

點
の
ー
つ
と
い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
自
作
農
的
土
地
所
有
を 

「

半
封
建
的
，
•一
地
、；土
的
土
地
所
有
の
解
體
の
あ
と
に
成
立
.し
た
、
そ
の
對
立
物
と 

し
て
の」

自
由
な
農
民
的
土
地
所
有
と
理
解
す
る
か
、
然

ら

い

え

ば

ど

の
 

よ
う
な
論
理
で
そ
れ
を
半
封
建
的
生
產
關
係
の
規
制
の
下
に
あ
る
と
規
定
す
る 

か
が
農
地
改
苹
評
傲
の
大
き
な
問
題
點
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
從
來
の
論
带
に
お
い
て
は
、

一
方
で
は
形
式
的
に
所
有
權
を 

譲
渡
さ
れ
た
自
作
農
が「

培
由
な
分
®

農
民」

で
は
な
く
、
改
革
後
も
實
質

的
に
は
.半
封
建
的
生
產
關
係
が
倚
支
齠
的
で
あ
り
基
本
的
で
あ
る
こ
と
を
立
說 

せ
ん
と
す
る
餘
り
、
從
屬
體
制
下
の
地
主
制
再
編
の
論
理
と
し
て
、
未
解
放
の 

山
林
、
水
利
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
も
と
づ
く
典
同
體
的
規
制
の
中
に
半
對
建
制 

の
物
質
的
基
^
^
あ
る
地
主
的
土
地
所
有
の
存
在
を
た
だ
指
掘
檢
討
す
る

こ 

と
に
集
中
す
る
か
、
或
い
は
分
§1
]
地
的
セ
»

所
有
の
古
典
的
規
於
.の
琎
解
の
相 

違
か
ら
大
內
氏
流
の
見
解
と
の
折
衷
論
が
現
わ
れ
る
な
ど
、
未
だ
明
決
な
解
明 

形
成
の
途
次
，で
あ
る
か
に
み
え
.る
。
別
題
の
一
つ
は
殘
さ
れ
た
山
林
所
有
が
何 

故
に
半
封
建
的
で
あ
り
、
い
か
な
る
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
農
民
的
土
地
所
有 

——

自
作
農
的
土
地
所
有
に
お
い
て
は
そ
の
經
濟
的
胄
双
形
態
と
し
て
何
ら
現

象
的
に
は
地
代
が
支
拂
わ
れ
な
い
-

-
を
規
制
し
て
い
る
か
と
い
う
、
新
た
な

論
理
の
確
立
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
そ
の
一
接
近
と
し
て 

實
態
調
赍
を
通
じ
て
一
つ
の
山
林
の
地
主
的
所
有
の
位
蹬
を
明
ら
か
に
す
る
こ 

と
か
ら
、
自
作
農
的
土
地
所
有
の
歷
臾
的
性
格——

封
建
制
の
解
體
期
に
現
わ 

れ
、
農
業
經
營
發
展
の
た
め
の一

經
過
點
た
る
役
割
を
果
た
す
、
直
接
生
產
卷 

に
よ
る
自
自
な
農
民
的
土
地
所
有
を
確
立
す
る
に
至
ら
な
い
と
い
う—

解
明 

へ
の
準
呢
を
試
み
ょ
ぅ
と
す
る
も
の
で
ぁ
る
。

•

做
本
稿
の
依
據
す
る
資
料
は
、
慶
_
大
學
農
業
問
題
硏
f

主
催
の
下
に
昭 

和
二
十
九
年
三
月
十
五
、
十
六
日
に
像
備
調
赉
、

二
十
三
日
か
ら
三
十
一
日
ま 

で
本
調
夜
、
七
月十

！！！

ょ
り
十
一
百
ま
で
補
足
調
赍
を
行
っ
た
栃
木
縣
下
渾
賀 

那
馏
小
龄
杂
村(

現
花
合
併
町
制
施
行)

資
料
の
一
部
で
あ
る
。

佾

1-
-
:月
末
の
本
調
杳
に
は
岛
崎
降
夫
助
敎
授
、
常
盤
政
治
助
手
も
參
加
さ
れ
、
 

誑
者
は
三
度
と
も
加
わ
る
こ
と
が
出
來
た
。
參
.加
學
生
は
次
の
通
.り
.で
.あ
る
。
 

經
濟
學
部
U
出a

英
夫
、
下
村
洋
太
郎
、
松

井

茈

-*
!、
山
極
哲
次
、
澤
隆
明
、
 

大
村
政
男 

.

,

文
學
部
卩
飯
田
尙
子
、
伴
.野
喜
久
子
、
澤
野
邦
子

(

註
1)

農
林
祖
監
修
、
農
地
改
革
記
録
委
員
#
編
纂I

農
地
改
革
顚
末
槪
耍J

 

四
頁
。
 

’

S

3

地
主
的
土
地
所
有
と
の
關
連
で
前
槁
に
お
い
て
考
察
し
た
。

「

農
地 

改
革
を
め
ぐ
る

諸
見
解
と

地
主
的
土
地
所
有」

三
田
學
會
雜
誌
紙
四
十
七
卷
.
 

-

第
五
號
°

. 

.

(

訪
3)

近
藤
康
男
監
修
、
大
谷
€
三
編
集「

農
地
改
苹」

.第
四
章
大
谷
省
三 

「

自
作
鹤
の
實
苻
形
態」

ニ
ニ
〇
頁
。
高
檣
幸
八
郞「

所
謂
分
割
地
農
民
の
歷 

'
史
的
意
義」

「

農
業
綜
合
研
究」

第
一
輯
一
五
七
頁
。
.
同

「

市
民
革
命
の
構 

造」

ニ
ー 

六
莨
參
照
。
 

_ 

. 

/

(

註
4)

農
地
改
革
は「

■
柳
成
の
茶
柢(

半
封
雄
的
土
地
所
有
制=

半
隸
農 

的
零
細
農
耕)

に
お
け
る
變
革
的
な
.抨
編」

で
あ
り
、
本
格
的
農
業
へ
の
技 

術
的
祓
礎
の
構
築
へ
迫
る
も
の(

山5

盛
太
郞「

農
地
改
革
の
歴
史
的
意
義」

1
i

二
九
頁
、
一
八
ニ
頁)

で
あ
る
。
農
地
改
本
は
地
主
制
を
赞
質
的
に
解
體
し 

(

栗
原
'?
!

#「

现
代
日
本
機
業
論j

六
一
頁)

、
自
作
農
的
土
地
所
有
，は(

封
雄

農
地
改
苯
後
に
お
け
る
山
林
地
主
の
一
存
在
形
態

的
土
地
所
有
の
解
體
•の
後
に
あ
ら
わ
れ
る)

分
割
地
所
有——

ィ
ン
ド
の
ラ 

ィ
ァ
ッ
ト
ヮ
ー
■レ
の
よ
ぅ
な
植
民
地
に
お
.け
る
分

#
地
所
有
の
名2

!

的
形
態 

と
相
似
せ
る(

栗
原
西
漭「

分
割
地
農
闰
の
理
論
的
菡
礎」

g

四
頁)

―

 

と
し
て
規
定
さ
れ
る
立
場
。 

.

(

*1
5〕

列
上
^
九
氏
に
よ
っ
て
^
表
さ
れ
る
。「

地
主
所
有
剌
il
l

の
Yi
償
分 

割
と
小
作
料
の
低
額
金
納
化
と
い
ぅ
今
次
農
地
改
苯
は
、
決

し

て

"
臭

な
 

.る
農
尻
的
土
地
所
有
"

を
っ
く
り
出
さ
な
か
っ
た」

。「

山
林
原
野
を
芘
盤
と 

し
一
町
步
保
有
地
を
足
と
す
る」

「

地
、王
的
士
地
所
有
の
存
泊
が
解
放
さ
れ 

.

た
自
作
農
と
か
っ
て
の
半
卦
述
的
地
主
層
と
小
作
層
の
接
觸
點
に
あ
っ
た
蒋 

自
作
農
と
を
本
質
的
に
は
同
じ
場
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る」

。r

改
苯
後 

の
小
作
料
の
.高
率
化
現
物
化
は
、
大
內
カ
氏
の
言
わ
れ
る
過
剩
人
口
の
•跛
力 

に
基
づ
く
小
農
民
の
競
爭
の
結
果
た
る
差
額
地
代
の
%
加
で
は
な
く
、
土
地 

所
有
に
基
づ
く
權
力
を
背
景
と
し
た
剩
餘
勞
働
の
汲
み
と
り
、
本
質
的
に
は 

.變
化
し
な
か
っ
た
地
代
の
半
封
連
制
の
强
化
.で
あ
る」

。
す
な
わ
ち「

農
地
改 

芾
は
全
般
的
危
機
以
來
の
天
皇
制
官
僚
の
傳
統
的
政
策
で
あ
っ
た『

由
作
農 

創
設』

政
策
と
基
本
的
に
い
っ
て
同
じ
も
の
で
あ
る」

。〔

主
と
し
て「

農
業 

問
題
入
門」

、r

戰
後
農
地
改
革
と
半
封
連
制」

(

季
刊「

理
論」

一
九
號)

、「

農 

地
改
革
と
地
主
龇」

.(

マ
ル
ク
ス
•
レー

 

ニ
ン
主
義
研
究
T

o、「

改
革
に
よ 

る
地
主
制
の
；冉
編
成
.

k

日
本
資
本
主
義
講
座
第
五
卷)

、「

植
民
地
的
隸
樹
と 

半
封
建
的
土
地
所
有
制
度」

(

日
本
資
本
主
義
講
座
笫
十
卷)

〕

註(

6)

日
本
資
本
主
義
講
座
第
五
卷「

農
地
改
革
と
半
封
雄
制」

に
お
い
て 

改
革
後
に
お
け
る
地
圭
的
土
地
吧
豸
の
殘
存
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
半
封
述
制 

の
實
態
が
割
期
的
に
解
明
さ
れ
た
事
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
非
勤
勞
的 

土
地
所
有
た
.

る
半
.

封
建
的
地
主
的
士
地
所
有
と
し
て
存
在
し
て
い
た
大
山
杓

五

七

(

七
〇
_七〕



第一表自小作別農家数及び自小作地面積の変化

\ 自 小 作  
\ 別  

時點 \
自作

自小
作

小自
作

小作 總數 自作地 小作地 計

改 准 前  
，昭和22年8月、 
& 日臨時農業)
\■センサスノ

細戶

— %
29

戶
131 151

戶
228
飞
32.3

戶
722

— ~%  
100

.町
317,9000

町
275,7000

町
593,6000

5 3 #
%

46.5 %丨 100 1

改 庫 後  
f昭和24年 
U日農地調秃j

戶
367
— %
50

戸
303

41.2

戸
52
— %
1

€
1

1.8

戶
735

町
487,4527

町
105,1524

町
592,6121

%  
100 1

%
100

%
82.2

%
17.8

の
一
'割
强
に
し
か
當
ら
な
い
が
、
ニ
〇 

0
戸
に
近
い
村
內
外
の
中
小
地
主
の
存 

在
が
地
主
腐
を
形
成
し
、
大
山
林
所
有 

(

第
七
表)

と
相
俟
つ
て
相
瓦
の
地
主 

支
®—

生
產
手
段
と
し
て
の
土
地
の
，

所
有
？

占

有

者

で

あ

る

麝

生

馨

と
の
間
の
從
涵
關
ff
-

-
を
强
化
し
て

い

た

(

第
二
表)

。

小
作
料
は
田
米
四 

俵〜

三

懐

(

反
當
L-
俵
の
場
合)

、

畑 

作
夏
大
ー
兑
五
斗
、
冬
作
麥
一
石
程
度
の 

高
犖
現
物
小
作
料
を
徴
收
す
る
他
林
間 

採
草
、
下
枝
刈
り
の
代
償
と
し
て

農
繁 

期
に
農
耕
草
刈
の
手
傅
、
植
林
、
立
木 

伐
採
な
ど
に
，無
償
勞
働
給
付
を
耍
朮
す 

る

(

聽
取
り)

出
入
慣
行
が
み
ら
れ
、
 

改
承
前
に
お
け
る
半
封
建
的
土
地
所
有 

に
も
と
づ
く
權
カ
支
配
は
相
常
强
固
な 

も
の
が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

所
有
が
、
耕
地
が
解
放
さ
れ
て
後
な
ぜ
そ
れ
自
體
と
し
て
封
建
的
で
あ
る
の 

. 

'
か

(
「

經
濟
外
强
制」

の
存
在
の
指
摘
だ
け
で
は
解
明
に
な
ら
な
い
、

こ
.こ
か 

ら
共
同
黻
論
が
現
わ
れ
て
く
る)

、
ま
た
、
山
林
.の
封
建
的
土
地
所
有
の
殘
存 

が
ど
の
.よ
う
に
し
て
自
作
農
的
土
地
所
有
を
自
凼
な
分
割
地
農
的
土
地
所
有 

.
た
ら
し
め
な
い
の
か
と
い
う
論
理
的
解
明
な
し
に
、「

改
苯
が
自
作
農
主
義 

の
櫥
大
さ
れ
た
運
用
に
す
ぎ
な
い
ゆ
え
ん
は
い
う
ま
で
も
な
く
半
封
建
的
土 

'

地
所
有
の
骨
組
み
を
温
存
し
堅
持
す
る
こ
と
を
土
寒
と
し
て
い
た」

(

井
上
晴 

丸

「

植
民
地
的
鍊
M

と
半
財
建
的
土
地
所
有
制
度」

日
本
資
本
主
義
講
座
第 

'

十
卷
ー
ニ
ニ
頁)

と
い
う
よ
う
な
、
歸
結
が
導
き
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

£

7

^
 

• 

w

.

g
a
r
x
,

ン 

Dft
s

swa
p
i
t
a

-^, 
l
l
e
r
a
u

tfi

的
©ge

b
.

 

v. 

M
a
r
x
-

 

E
n
g
e
l
s
-
L
e
n
i
n
l
l
n
s
t
i
t
u
t
e

w
o.
.
5

to
w
.oo
p

「

資
本
論」

靑
木
文
庫 

第
十
三
分
册
一
一
一
一
一
六
頁
。 

.

.
 

■

(

註

8)

栗
原
西
壽
设
の
見
解「

分
割
地
鈮
民
の
理
論
的
蕋
礎」

四
四
頁
。「

農 

業
問
題
入
門」

一
四
三
頁
、
一
四
七
頁
、

ニ
九
四
莨
。「

土
地
制
度
史
學」

七
丨 

九
頁
。

こ
の
見
解
の
地
代
論
的
斯：

礎

は

同

氏

の「

わ
が
國
小
作
料
の
地
代
論 

的
研
究」

東
北
大
學
硏
究
年
報r

經
濟
學」

第
二
六
卷
第
三
號

八
一
頁
に
あ

三
田
學
會
雜
誌
笫
四
十
八
卷
第
九
號

 

' 

五八
へヒ
〇八

)

ニ

農
地
改
部
前
、
小
®
免
把
で
は
、
全
耕
地
の
ぅ
ち
四
六
.
五
％
が
貸
付
地
と 

し
て
直
接
地
主
支
配
の
下
に
お
か
れ
、
金
農
家
の
七 

一
％
は
多
か
れ
少
か
れ
地 

主
小
作
關
係
の
下
に
在
っ
た(

第

一
表)

。
ー'ー
珩
艰
以
上
の
貸
付
地
を
も
っ
い
ゎ 

ゆ
る
铬
生
地
主
は
十
ニ
戶(

す
べ
て
在
村
地
主)

で
そ
の
所
有
面
積
は
全
耕
地

(
註
1)

小
野
寺
村
は
粝
木
縣
の
南
端
、
下
津
贺
郡
の
西
部
、
栃
木
市
と
佐
野 

市
の
中
間
に
位
す
る
、
兩
毛
線
沿
線
の}

小
農
村
で
あ
る
。
北
部
は
山
の
ひ 

だ
の
中
に
部
落
が
點
在
し
、
'ひ
ろ
と
し
た
.平坦
地
を
な
す
南
部
と
對
照 

的
な
地
形
を
有
し
面
橫
五
、
九
九
五
平
方
郸
、
山
林
一
〇

一
一
町
步
、
田
三 

四
町
步
、
畑
一
九
五
町
步
、
人
口
五
四
四
一
人
、
九
.四
三
戸
中
七
三
五
戶
が

0
U
.
0
骝

浮

r .
ct

荏

肿

燁

通

脅
00

M

m

j
法

人
地

主

個
人

地
主

!

贸
收

さ
れ

た
面

 
、
、

、
〜

翻
,

不
在

地
主

在
村

地
主

11

苹
瓶

兹
虫

在
村

地
主

+

知
COOT K)

5
反

未

5
i

a

払 00 1
CO IS

pi

- -
o

03与 

I

<y>

■ Ol田
I
。司

靡
薛

§5
转

錄 .
議
掛
J-T*
V3*

Lo  m

50
町

以
上

---

to 10

54,2627 
S

III PM

解
放

面
较

S
 

5 KJ 〜

1
0
S
.
O 

6

、

20 

^

農
業
に
從
堺
し
て
い
る
。
交
通
は
村
の
南
北
を
賞
ぬ
，く
細
い
村
道
を
バ
ス
が 

日
に
六
囘
往
復
す
る
ほ
か
、
漸
く
新
設
さ
れ
た
村
の
南
端
に
あ
る
小
野
寺
驛 

に
雨
毛
辙
の
氣
動
艰
が
ニ
日
四
囘
停
雎
す
る
の
み
で
あ
る
。
货
物
輸
送
の
便 

が
惡
い
せ
い
か
、

比
較
的
市
部
に
近
い
に
も
拘
ら
ず
當
村
で
は

蔬
菜
栽
培
を 

殆
ん
ど
行
わ
な
い
米
麥
單
作
で
あ
る
。
耕
地
の
三
割
を
し
め
る
畑
も
そ
の

七 

八
％

は
麥
で
あ
り
、
他
か
に
六
•
八
％

の
煙
草
、
九

.
四
％

の
^

‘
M 

(

後
述 

す
る
丈
間
の

原
料)

が
み
ら
れ
る

に
す
ぎ

ず

、

一
一
毛
作
田
は
田
の

ニ
五
％

程 

度
で
、
平
均
反
當
り
收
鼐
ニ
石
五
斗
、
土
地
の
豐
度
も
餘
り
高
く
な
.

V
、

又 

耕
耘
機
は
ほ
と
ん
ど
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
牛
を
飼
狻
す
る
農
家
數
五
六
六 

戶(

七
七
％)

、
馬
を
飼
養
す
る
農
家
數
ニ
六
四
戶(

三
六
％)

で
あ
る
。
農

閑
期
の
副
業
と
し
て
は
、
わ
ら
を
原
料
と
す
る

丈
間
が
あ
る

(

後
述)

。

本
村
は
行
政

的

に

.it
南
部
平
坦
地
を
し
め
る

五
っ
の
大
字
と
北
部

山
す
そ 

に
ま
た
が
る
一
大
字
と
か
ら
成
つ
て
い
る
が
南
部
と
北
部
と
は
地
形
の
み
な 

ら
ず
歷
史
的
に
も
興
っ
て
お
り
、
經
濟
權
造
、
社
會
意
識
に
多
少
の
相
違
が
. 

あ
る
。
こ
れ
ら

大
字
は
そ
れ
ぐ
獨
立
村
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
四
年
四 

月
の
市
町
村
制
施
行
の
際
に
合
併
し
て
小
野
寺
村
を
組
織
し
た
。
尙
、
更
に 

本
村
も
又
隣
接
蛊
舟
町
と
合
併
し
て
昭
朝
二
十

九
年
十
月
ょ
り
町
制
が
施
行 

さ
れ
た
。
背
後
に
米
軍
指
定
の
セ
メ
ン
ト
工
場
の
あ
る
く
ず
町
が
あ
り
、
本 

村
の
勞
働
力
の
一
流
出
地
と
な
っ
て

い
る
。

農
地
改
革
後
に
お
け
る
山
林
地
主
のT

存
在
形
態

五
九

(

七
〇
九)
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第
四
表
農
地
改
革
後
に
お
け
る
村
内
居
住
地
主
の
農
地
贷
付
状
況

V
り

1
反

未
卜

2
反

;2
〜

3
反

，
〜

5
反

い
7
反

”
町
丨.

.
1

計
に

.
田

.
!

畑
!

貸
付

面
稅

廣
狹

別
地

主
戸

数
…

!
.

.贷
•

付
 

面
[ 
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i
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0 0

項
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滿
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$
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0̂0
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s
萑
礅
题
诗
焯
瓌
識
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，t 

!?

農
地
改
；
は
小
作
地
を
.

H
I

六

•

五
％

か
ら
一
一
七
•
八
％
に
引
下
げ
、
_
作
農 

を
ニ
九
％
か
ら
五
〇
％
に
引
上
げ
た(

第
一
表〉

。

一
八
六
町
步
の
地
虫
所
^

⑽ 

が
分
割
さ
れ
て
農
民
的
土
地
所
有
に
繰
入
れ
ら
れ
、
保
有
限
度
一
町
步(

當
村) 

を
超
え
る
耕
地
貸
付
地
主
の
荏
在
が
一
應
消
滅
す
る
。

「

小
規
模
生
產
の
中
に 

ひ
そ
む
生
產
カ
發
展
の
一
切
の
潜
在
的
可
能
性
の
實
現
が
自
己
の
使
用
す
る
生 

產
用
具
に
對
す
る
私
有
に
か
か
っ
て
い
が」

な
ら
ば
、
そ
し
て
直
接
生
產
者
だ 

る
農
民
の
主
要
^
坐
產
手
段
で
あ
る
土
地
の
非
勸
勞
的
所
有=

封
建
的
土
地
所 

有
の
本
質——

が

そ

の「

實
現」

を
、
土

地

所

有

に

も

と

づ

く

全

剩

■

の 

•收
迤
と
い
ぅ
形
で
肌
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
そ

の

條

件(

半
封
連
的
土
地
所
有) 

か
ら
解
放
さ
れ
た
農
民
、
少
く
と
も
こ
の
南
作
農
層
は
、
形
式
的
に
は
、
文
そ 

れ
自
體
に
お
い
て
は
、
い
わ

ゆ

る

生

產

條

件

の

亩

由

な

所

^

^

封

建

的

土

地
 

所
有
の
解
體
期
に
現
わ
れ
る
分
割
地
農
民
と
規
定
さ
れ
る
べ
き
.よ

ぅ

に

見

免 

る
。
又
經
營
規
模
が
增
大
し
.(

第n

一
表)

村
の
生
産
力
發
展
の
擔
い
手
、

一
町 

〜

一
町
五
反
經
營
の
宙
作
.
苗
小
作
層
は
副
業
の
わ
ら
製
品
、
丈
間
な
ど
の
收 

入
に
よ
り
經
營
を
安
矩
さ
せ
、
村
の
支
配
機
構
を
變
貌
し
っ
っ
、
地
主
勢
力
に 

對
す
る
一
っ
の
カ
を
_
成
し
て
來
た
。
た
と
え
ば
本
村
に
お
い
て
は
-#
業
協
同 

組
合
が
地
主
侧
と
農
民
側
と
に
分
裂
し
、
農
秫
筲
の
認
可
を
ぅ
け
て
正
式
に
眾 

協
が
ニ
組
合
存
在
す
る
が
、
南
部
の
一
町
五
反
經
營
規
模
苗
作
、
苗
小
作
層
を 

中
心
と
す
る
農
呙
勢
力
は
こ
の
第
一
一
組
合
に
よ
っ
て
、
村
の
三
劑
强
の
農
家
加 

入
を
蕋
盤
と
し
て
、
.政
治
的
に
も
經
濟
的
に
も
發
言
權
を
掘
っ
て
^

。

こ
の
よ
ぅ
な
^
作
農
に
よ
る
農
民
的
土
地
所
有
、
及
び
そ
れ
が
ー
應
一
般
的 

形
態
を
と
る
に
至
っ
た
段
階
に
お
け
る
公
定
小
作
料
を
支
狒
ぅ
小
作
農(

自 

小
作
、
小
.：

IE

作
の
小
作
地
を
含
む)

の
土
地
所
有
の
性
路
は
、
そ
れ
培
體
と
し 

て
い
わ
ゆ
る
半
封
建
的
諸
規
制
を
拂
拭
し
た
自
由
な
農
民
的
土
地
所
有
で
あ
ろ

農
地
改
苯
後
に
ぉ
け
る
⑴
林
地
主
の
一
存
在
形
應

ぅ
か
。
 

.

た
だ
こ
こ
で
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
作
地
が
金
耕
地
の
七
三
.

一ー％
に
上
り
な
が
ら
、
全
農
家
の
五
0 '
% '
は
未
だ
に
多
か
れ
少
か
れ
亩
小
作
、
 

小
亩
作
の
形
を
ふ
く
め
て
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
舊
地
主
と
小
#
^
係 

を
繼
續
し
て
い
る
點
で
あ
：る

(

第
四
表
、
第
五
表
參
.照)

。
こ
の
點
は
次
に
展
開 

す
る
山
林
地
主
の
位
置
と
割
山
慣
行
の
本
質
分
析
の
た
め
に
一
つ
の
條
件
を
提 

供
し
、
地
主
の
一
町
步
保
有
地
の
役
割
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(

詫
2〕 

土
ム
•
エ
ヌ
•
メ
ィ
マ
ン
、
エ
ス

.

.

.
デ
.
ス
ヵ
ズ
キ
ン

「

封
雄
制
機 

，
構
の
蕋
本
的
經
濟
法
則
に
つ
い
て」

「

歷
史
學
の
諸
問
題」

.
一
九
五
四
年
笫 

十
一
，號
撝
載
論
文(

諍

、
.

經

濟

評

論

一
九
五
四
年
八
月
號
一
六
七
頁
：,。

(

註
3) 

a. 

a. 

0
.

 

B
d
.
l
.
s
.

 

1
1
3
6
.
「

資
本
論」

第
四
分
册
一
一
五
七
頁
。

.a. 

a. 

0
. 

B
d
.

 

H
l
/
2

 

s
.00
5
9
.前
揭
甞
、

第
十
コ
ー
分
册 

一i

三
六
頁
。 

(

註
4)

小
野
寺
村
に
お
い
て
は
全
農
家
の
八
制
が
藁
製
丈
間
生
庳
を
副
業
と 

し
て
營
ん
で
い
る
。
主
要
原
料
は
自
家
製
品
た
る
わ
ら
で
あ
り
、

又
大
廒 

(

十
七
町
步
、
全
耕
地
の
十
六
％
.の
樜
付
面
溃
、
尙
不
足
分
は
他
か
ら
購
入
す 

る)

で
あ
る
と
い
.ぅ
點
に
强
み
が
あ
る
。
米
麥
中
心
で
他
に
ほ
と
ん
ど
換
金 

作
物
を
も
た
な
い
當
村
に
お
い
て
は
、王
要
な
現
金
收
入
源
の」

つ
で
あ
り
，、
 

中
農
下
層
貧
豊
の
分
解
，
■平
プ
ロ
化
を
お
さ
え
る
主
要
な
支
柱
で
も
あ
る
。

こ
れ
に
從
事
す
る
も
の
は
、虫
と
し
て
婦
人
で
あ
り
ー
盡
の
織
機
に
三
人
の 

割
合
で
勞
働
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
わ
ら
打
、
糸
よ
り
、
織
手
で 

あ
り
三
人
で
ニ
日
八
時
間
勞
働
で
一
把(

三
〇
牧

の
ご
ざ)

が
生
產
さ
れ
る
。
 

し
か
し
三
人
が
同
時
に
一
日
中
從
寄
ず
る
の
は
稀
で
、
ほ
と
ん
ど

農
閑
期
の 

十
二
月〜

四
月
t

一
 

人〜

一
一
人
の
餘
剩
勞
働
力
に
よ
る
。
と
く
に

糸
よ
り
は

. 

ナ
ヽ1

(

七
一
一)
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出資ロ數 

出資金領 

组合員數 

正

準

金;
書

'手

金

貯

證

農

現

賞-康合計 

固定资庳 

役 M

44 ロ

21 ロ

6,212 n 
1，242,400圓 

489名 

456名

33名

731,000圆 

120,200圓 

461，li5 圆 

11,9.10,4S8|tJ]

元地主 
自 作

1 名 
1 1名

|出資狀況最高35 口最低13 ロ
|地 域 沿 、5、亂 1、©、1、® 1
|政 m 白山黨3
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{內上110(1町以上 ) 
中250(5〜10反)I 
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6,297,565 圓 
{普 3,982,365 圓 
1定 2,315,200圆
，言用靡業タバコ 
カ ン リ ー

160,000圆
借入金，農手借; 
入 450,000_
資本金 
416,294圓 00 錢

平均1町0反6畝 

平 均 11ロ 

©、1、@ 、3

第 六 表 農 業 協 同 組 合
—

第

昭和29年度現在 

: 組 合 '* ™

古 江

戶

2312

2218

通協

大字

反coi

反
5

而ミ 
反

町

' 町反 — 1.5

反 

3
1 反 

l

六

三

(

七
一
三)

：7010]18!8! 70!
i I

38
丨

j

勢
力
の
物
質
的
基
盤 

t,
と
そ
の
內
容
と
現
在 

| 

.直
面
す
る
矛
盾(

後 

|

述)

■を
物
語
っ
て
い
' 

j

る
。
經
營
內
容
は
第 

丨ー六表の如くであ
 

_

る
。
班
事
の
出
身
層
.

の
明
確
な
對
比
に
注 

丨
意
せ
ら
れ
た
い
。
第 

i

一
、
.第
二
と
.も
に
地 

.

主
層
對
農
民
層
の
鬪 

承
の
具
體
的
な
機
構

|

で
あ
る
こ
と
は
い
ぅ 

-

一
ま
'で
も
な
い
。
尙
こ 

,

の
人
數
は
こ
の
.改
革 

後
の
五
年
間
に
地
主 

|

の
輝
力
に
ょ
っ
て 

j 

(

山
利
用
の
停
止
、

,

.就
職
の
困
雛
さ
、
例 

え
ば
身
許
保
證
人
に 

な
ら
な
い
な
ど
其
の 

i

他)

第
二
か
ら
第
一 

| 

<
相
當
數
移
動
し
て 

j 

.後
の
数
字
で
あ
る
。

.三.
由
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
九
號

.* 

,

織
機=

生
庳
用
具
、
わ
ら

n
勞
働
對
象
を
持
た
.な
い
貧
農
の
専
業
と
な
っ
て
，
 

い
る
こ
と
が
多
い
。
屈
傭
勞
働
力
を
使
用
す
る
生
庫
は
み
ら
れ
ず
農
業
經
營 

の
赤
字
秫
媳
を
K
的
と
しI

町
經
營
規
模
以
下
の
場
合
は
生
活
補
充
的
な
意 

味
し
か
持
た
な
い
こ
と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。
販
賣
は
、
月
に
二
度
村
內
に 

商
人
が
來
て
市
が
立
っ
が
庭
先
賣
の
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
特
定
の
商
人
と 

の
間
の
原
料
其
の
他
を
通
じ
て
の
問
屋
制
支
配
的
關
係
は
み
ら
れ

ず
、
支
拂 

.

は
ほ
と
ん
ど
が
现
命
拂
で
あ
る
。
工
賃
は
安
く
、
年
間
四
十
把
と
し
て
.ー
离 

.
1

千
圆
程
度
で
あ
る
が
、

こ
の
零
細
家
內
工
業
の
、

小
野
寺
村
農
業
生
產
に 

お
け
る
意
味
は
m
要
で
あ
り
、
こ
れ
の

生
原
料
が
わ
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

生
庳
y
擗
張
す
る
た
め
に
は
肥
料
の
し
き
わ
ら

消
費
量
に
喰
い
こ
む
こ
と
と 

な
り
、
肥
料
と
し
て

代
替
關
係
に
あ
る

落
葉
下
草
採
取
と
の

關
係
で
、
山
林 

.

地
主
と
の

|̂
丧
齡

评
が
生
•じ
る
こ

と

は

の
ち
に
、
#
べ
る
速
り
て
あ
る
。

貧
農 

は
經
營
規
模
の

零
細
性
の
故
に
副
業
原
料
と
し
て
の
わ
ら
を
自
給

出
來
ず
織 

機
を
.も
持
た
な
い
の

で
主
と
し
て
大
麻
の
糸
ょ
り
部
分
を
擔

當
す
る
か
ら

利 

益
は
非
常
に
少
く
他
に
勞
働
カ
の
販
賣
の
形
で
流
出
す
る

(
た
と
え
ば
前
記 

セ
メ
ン
ト
エ
場)

0

(

詫
5)

小
野
寺
村
に
は
協
同
組
合
が
二
っ
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
十
年
以
後
昭 

fl
r
i-
年
ま
で
本
村
^
長
を
つ
と
め
た
大
山
林
地
主
N
を
中
心
と
す
る
地
主 

層
と
土
地
解
放
連
盟
を
結
成
し
た
農
民
層(

聽
き
と
り
に
ょ
れ
ば
小
作
農
の 

半
數
約
ニ
T-
!
戸
、
自
作
農
の
四
分
の
一
、
六
〇
戶
と
、
若
干
の
耕
作
地
主
を
ふ 

く
め
全
農
家
の
五
割)

と
が
對
立
し
て
農
地
改
革
を
迎
え
た
と
い
ぅ
こ
の
村 

の
農
段
厝
の
ぅ
ご
き
を
前
身
と
し
て
い
る
。
疎
開
者
の
食
糧
公
團
不
正
摘
發 

の
デ
モ
に
端
を
發
し
、

i

九
四
五
年
十
二
月
の
G

• 

H 

.
Q

の
農
民
解
放
指 

令
を
直
接
の
奖
機
と
し
た
费
民
の
士
地
解
放
の
耍
來
を
中
心
と
す
る
農
民
組

.

六
ニ 

■(

七 

一
 

ニ)

合
の
結
成
に
對
應
し
て
地
主
層
は
從
來
權
力
を
め
ぐ
‘っ
て
對
立
し
て
い
た
南 

部
め
耕
地
地
主
M
派
と
北
部
の
山
林
地
主
N
派
と
が
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
愛 

村
連
盟
と
い
う
地
主
、
自
作
層
、
小
作
層
の
ー
.部
を
自
ら
の
側
に
引
き
っ
け 

た
地
主
連
合
を
形
成
し
た
。
こ
こ
に
屮
立
農
家
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
決 

定
的
な
對
立
が
生
じ
る
に
到
り
、

こ
の
兩
派
は
親
類
、
と
な
り
近
所
、
講
仲 

間
で
も
っ
き
合
わ
な
い
と
い
う
激
し
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
對
立
の
中
で
農
業 

會
め
解
散
.と
農
.協
の
設
立
命
令
を
う
け
た(

昭
浪
ニ
十
三
年
八
月
ま
で〕

本 

村
で
は
理
事
の
選
出
方
法
を
め
ぐ
っ
て
決
裂
し
、

っ
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
農
協 

が
獨
自
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
.農
業
#

の
資
庳
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合 

員
に
比
例
し
て
分
割
さ
れ
、
當
初
か
ら
正
式
認
可
を
う
け
た
ニ
っ
の
單
協
と 

し
て
出
發
し
た
。
現
在
農
業
#

の
雄
锪
は
く
じ
び
き
に
よ
り
一
階
を
第
一
農 

，協
、
ニ
階
を
第
二
農
協
が
事
務
所
と
し
て
使
用
す
る
他
、村
內
各
地
に
散
花
す 

る
倉
庫
は
眞
中
に
し
き
り
が
.設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
口
か
ら
貨
物
を
入 

れ
て
使
用
し
て
い
る
。
尙
こ
の
土
地
解
放
連
盟
は
現
在
の
日
農
、玉
體
性
撅
小 

野
寺
支
部
の
前
身
で
も
あ
り
、
現
在
榦
部
が
す
べ
て
改
苹
前
の
小
作
で
し
め 

る
第
二
農
協
が
支
部
を
兼
ね
て
村
內
に
お
け
る
反
地
主
農
民
勢
力
の
據
點
と 

な
っ
て
い
る
。
第
.
一
農
協(

地
主
中
心)

お
よ
び
第
二
農
協(

土
地
解
放
連 

盟
の
後
身)

と
も
粗
合
員
の
分
布
は
第
五
表
の
如
く
で
あ
る
。
地
區
別
と
し 

て
は
改
苹
前
經
營
規
摸
の
大
き
い
小
作
農
が
多
く
、
改
茁
を
め
ぐ
っ
て
運
動 

の
據
點
と
な
っ
た
南
部
の
古
江
部
落
が
第
二
農
協
の
據
點
で
あ
り
、
同
樣
な 

新

里

(

こ
こ
に
市
が
た
っ)

が
こ
れ
に
次
ぐ
の
に
對
し
て
第
一
農
協
は
山
林 

地
、；土
が
隱
然
と
し
た
勢
力
を
も
っ
小
野
寺
部
落
を
そ
の
敦
盤
と
し
て
い
る
の 

は
當
然
で
あ
ろ
う
。
經
營
規
模
で
は
一
町〜

一
町
五
反
の
上
層
農
家
が
第
二 

に
相
當
の
數
を
し
め
て
い
る
點
が
地
區
別
の
特
色
と
並
ん
で
當
村
の
反
地
、王



戶
— 405 

、の 55%  ノ

882.56.01

第七表山林所有者分布状況
- - ■ ->M'nii t.1 r r«,«wy. ̂ MucjrMjmcacw jUBMnuKaaa.

出林而橫

H i 林
所有卷

總了衍溃 備 考

1 反以下 戶
136

町反畝步 
4.6245 \

反 反  
1 〜 3 . 69 12.92.11

反 反  
3 〜 7 62 30.31.08 ; 全山林所有者 

數の91.1%
反 町  
マ〜 1 24 20.16.25
町 1町 

. 1 〜 5 Y3 185.95.27 /

町 町  
5 〜10 21 22JL.77.03
町 町  
10 〜20 9 110.45.11.

町 町  
20 〜50 3 110.24.10

20町8反6軟 
36SJ2反2畝 
42町7反7献

町 町  
50 〜100 3 i8 6 .l0 .ll

50fflr2反8敬（S家） 
郎町2反4畝（N家） 
爾 8反4敢(Y家)

合 計
內
個人所有 91%
共 有 林 6% 
寺社所有林3%

三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
九
號

.

.

.

.

.

三

農
地
改
箏
は
1-
|
-
[秫
を
そ
の
對
象
か
.
ら
除
外
し
た
。
小
野
寺
村
に
お
け
る
山
林 

所
有
.の
分
葙
狀
況
は
第
七
表
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
つ
て
、
現
在
尙
全
山
林
面 

賴
の
四
七
％
が
金
農
家
の
ニ
%
に
常
る
十
五
名
の
地
生
に
ょ
つ
て
私
有
獨
占
さ 

れ
て
い
る
。
表
に
ょ
れ
ば
大
山
林
所
有
者
、
苗
己
の
農
業
經f

苒
生
產
の
た
め 

に
必
要
な
條
件
と
し
て
の
山
秫
を
所
有
す
る
農
段
、
全
く
山
^

を
所
有
せ
ず
、
 

し
た
が
つ
て
山
刹
用
の
面
で
地
ぁ
に
從
龎
化
し
て
ゅ
く
農
民
の
三
階
層
を
設
定

(

昭
和
2 8

年
6

月
現
花
土
地
名
寄
察
帳
ょ
り)

六

四

.

(

七 

一
0

す
る
こ
と
が
.-
ー
應
可
能
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
內
容
は
追
っ
て
明
ら
か
に 

す
る
所
で
あ
る
。
な
お
こ
の
一
三
六
戸
を
し
め
る一

反
#
以
下
の
山
林
所
有
者 

の
う
ち
に
は
、
.改
蓍
鬵
主
の
土
地
取
上
げ
に
對
し
て
農
民
運
動
の
形
を
と 

.っ
て
對
抗
し
た
た
め
に
、
地
主
が
そ
の
切
崩
し
策
と
し
て
一
反
涉
以
下
の
山
林 

を
無
償
で
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
要
求
を
貢
微(

土
地
取
上
げ)

し
た
ヶー

ス 

が
幾
っ
か
あ
り
、
か
え
っ
て
こ
の
.零
細
山
林
所
有
が
地
主
と
の
っ
な
が
り
を
强 

め
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

•こ
の
よ
う
な
農
杖
i

と
山
林
所
有
の
分
葙
狀
況
を
前
提
と
し
て
、
小
龄
寺 

村
に
改
革
後
も
存
在
す
る
割
山
と
い
う
入
會
の
慣
行
を
通
じ
、3

林
地
主
の
#
 

i

態
、‘
ひ
い
て
は
改
承
後
の
自
作
農
的
土
地
所
有
を
規
诺
す
る
半
赳
建
的
生 

.
產
關
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

割
3
と
は
、
大
山
林
所
有
者
ハ
全
部
改
艰
前
に
お
け
る
耕
地
寄
虫
地
主
、
索 

七
表
備
考
擱
參
照)

.
が
所
有
山
林
の
管
理
權
を
一
應
部
落
#
に
移
譲
し
、
部
落 

.
民
に
形
式
的
に
は
平
等
に
ハ「

平
等
に
た
と
え
ば
共
鹿
黨
M
で
あ
っ
た
と
し
て
も 

平
等
に」

山
林
地
主
の
言)

i
i

分
し
て
無
償
で
採
草
、
下
枝
拂
い
を
さ
せ
る
と 

同
時
に
管
理(

必
要
な
伐
採
、
山
火
事
の
身
ま
わ
り
、
盗
伐
防
止
な
ど)

を
期
待 

■
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
現
象
的
に
は
地
主
の
介
在
の
な
い
部
落
に
お
け
る
採 

草

地

(

私
有
地
、
共
有
地
で
は
な
い)

の
解
双
で
あ
る
。
前
^
^:
5
で
説
明
し 

た
よ
う
に
改
葬
を
め
ぐ
る
地
主
層
と
農
民
層
と
の
對
立(

£
協
分
裂
と
し
て
^
 

粜
し
た)

の
激
化
し
て
い
る
時
期
に
は
地
主
侧
は
第
一
一
農
協
を
中
心
と
し
た
误 

民
勢
力
に
對
抗
す
る
一
手
段
と
し
て
山
入
り
を
禁
止
し
、
他
方
農
民
は
禁
止
を 

無
視
し
て
組
に
な
っ
て
山
に
入
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
た
が
現
在
で
は
部 

落
會
を
中
心
に
ー
應
の
秩
序
が
保
た
れ
、
地
代
支
柳
な
し
に(

改
革
前
は
耕
地 

.
一
反
步
に
山i
反
步
付
で
砦
干
の
割
增
小
作
料
が
支
拂
ゎ
れ
た)

採
蒂
其
の
他

が
一
股
に
確
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
、
更
に
立
木
は
商
人
に
伐
採
し
て
販 

^
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
立
木
の
ま
ま
山
割
り
し
て
割
付
、
農
^
、
商
' 

人
に
薪
炭
用
と
し
て
寶
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
伐
採
は
購
質
す
る
農
段
の
苗
家
勞 

働
に
よ
り
、
债
格
は
商
人
と
同
樣
で
あ
る
。
又
商
人
へ
伐
探
し
て
販
镦
す
る
時 

の

秫

業

勞

働
は

！！
！

傭

い

で

日

給

ニ

西

圓

(

耕
地
は
ニ
西
八
十
圓)

特
別
に
舊
地 

小
作
關
係
の
者
.と
は
定
ま
っ
て
い
な
い
.0
植
秫
其
の
他
の
場
合
も
同
樣
で
.あ
る 

が
、
こ
の
時
は
消
防
隅
の
手
を
通
じ
て
人
數
が
集
め
ら
れ
小
部
落
內
の
者
と
は 

定
ま
ら
ず
小
遺
と
り
に
農
間
期
に
行
う
。
現
象
的
に
は
割
山
を
う
け
て
い
る
家 

と
地
生
と
の
間
に
出
入
慣
行
、
無
償
■

給
付
、
或
い
は
そ
の
た
め
の
低
賃
金 

な
ど
は
實
數
統
計
、

聽
き
と
り
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
。

(

消
防
園
長
は
山
林
地 

主
系
で
あ
り
、
勞
働
カ
の
集
め
方
に
も

部
落
秩
序

の
下
に
お
け
る
山
秫
地
主
支 

亂
が
間
接
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
故
を
も
っ
て
半
對
連
的
生
產
關
係 

——

封
雄
逍
制
で
は
な
い_

_

の
殘
存
を
主
張
す
る
こ
と
は

出
來
な
い
。)

と
す
れ
ば
、
農
業
委
員
會
に
お
い
て
も
農
民
勢
力
が
伯
仲
し
て
い
る
小
野
寺 

村
に
お
い
て
、
II
地
主
貸
付
地
分
割
に
よ
る
小
作
農
の
自
作
化
、
入
會
地
の
無
，
 

徴
儒
放
と
い
う
現
象
は
、.
當
村
の
自
作
農
的
土
地
所
有
が
か
の
封
建
的
土
地
所 

有
解
體
期
に
お
け
る
亩
囪
な
分
割
地
所
有
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で 

あ
ろ
う
か
、.
改
本
後
の
自
作
農
は
.「

彼
の
主
要
生
產
用
具
彼
の
勞
働
お
よ
び
彼 

.
の

資

本

の

た

，
：
^

Q

不
可
缺
な
就
業
場
面
と
し
て
現
象
す
る
土
地
の(

{元
全)

に 

南
出
な
所
有
者」

で
あ
り
、
彼
の
剩
餘
勞
働
の1

部
が
分
割
地
所
有
に
お
け
る 

農
產
物
決
定
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
故
に「

無
償
で
社
會
に
贈
興
さ
れ」

、

更
に
獨 

击
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
强
權
的
低
米
僭
政
策
、

シH

I
レ
や
高
税
に
よ
り 

直
接
生
產
者
の
宇
許
に
剩
餘
生
產
物
と
し
て
蓄
積
せ
ら
れ
な
い
.故
に
、「

形
の
上 

で
は
地
、；土
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
獨
立
苗
營
農
民
と
な
っ
た
か
.の
ご
と
く
で
あ
り

農
地
改
苯
後
に
お
け
る
山
杯
地
主
の
一
存
在
形
蔗

な
が
ら
、
實
質
的
に
は
國
家
獨
占
資
本
主
義
に
全
面
的
に
從
獨
す
る
鄯
實
上
の 

貨
銀
勞
働
者
、
す
な
わ
ち
國
家
瘸
古
資
本
主
義
的
家
內
工
業
の
古I

實
上
の
赁
銀 

勞
働
者
に
顚
落
す
る
に
い
た
っ
た」

か
ら
、
彼
の
前
途
は「

地
主
富
農
化
と
は 

お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た」

「

分
割
地
農
民
の
戯
靈」

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

小
農
經
營
に
お
け
る
生
產
力
の
發
展
を
阢
止
す
る
も
の
は「
生
產
手
段
ハ
-[-
.地 

を
も
ふ
く
め
て)

の
資
本
生
義
的
所
有」

で
あ
ろ
う
か
、
然
ら
ず
と
い
え
ば
ど 

の
よ
う
な
論
理
で
.そ
れ
が
解
明
名
れ
る
か
。

私
は
こ
こ
に
割
山
慣
行
の
存
枉
形
態
に
で
は
な
く
割
山
の
荏
在
そ
の
も
の
に

半
封
建
的
土
地
所
有
制
の
]ft
存

-
農
民
的
土
地
所
有
ー
設
へ
の
規
制
の
^

礎_

を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。 

.

I

農
地
改
革
後
農
民
勢
力
の
强
カ
な
結
束
に
よ
り(

前
章
託
5
參
照)

入 

會
權
の
平
等
な
無
償
解
放
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
農
業
生
產
及
ぴ
農
家
經 

濟
の
再
生
產
の
た
め
に
必
要
な
生
產
手
段
お
よ
び
生
活
資
料
の
一
部
が
私
有 

獨
占
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
所
^

^
と
對
立
す
る
も
の
は
直
接
生
產
若
で
あ
る
。
 

基
本
的
生
產
關
係
に
お
い
て「

11
罾
ま
產
若
が
自
己
の
生
活
資
料
に
必
要
な 

生
產
手
段
お
よ
び
勞
働
條
件
の
占
有
者
と
な
っ
て
い
る
い
か
な
る
菸
態
に
お 

い
て
も
、
生
產
手
段
の
所
有
關
係
は
同
時
に
咬
配
議
厫
の
關
係
と
し
て
現
わ 

れ
、
直
接
生
產
者
は
非
自
由
者
と
し
て
現
わ
！5
?)
4」

、「

小

規

模

生

產

の

中

に
 

ひ
そ
む
生
產
カ
發
M

の
一
切
の
潜
在
的
可
能
搜
の
實
現
は
自
己
の
使
用
す
る 

生
產
手
段
に
對
す
る
直
接
生
產
者
の
自
由
な
私
有
に
か
か
っ
て(

ー
>5
-」

と
す 

れ
ば
、
小
經
營
普
た
る
直
接
生
産
者
が
古
有
し
て
い
る
土
地
と
い
う
'
;土
耍 

な
、‘
勞
働
生
靡
物
な
ら 

'さ
る
生
產
手
段
を
所
有
す
る
所
有
^
態
が
封
建
的
所 

有
の
本
質
で
あ

る

と

す
れ
ば
、
小
^
#
村
の
割
山
を
う
け
て

い
る

大
多
數
の 

農
民
は
入
#
吣
の
占
胄
#
で
あ
る
限
り
剩
餘
勞
働
の
支
配
的
通
胤
的
形
態
と

‘ 

六

五

(

七
一
五)



三
田
學
會
雜
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號

c

f〕
し
て
の
地
代
を
支
拂
わ
ず
と
も
規
象
的
に
.經
濟
外
强
制
が
發
現
せ
ず
と
も
基 

.

本
的
に
は
封
建
的
生
產
關
係
の
下
に
規
制
さ
れ
て
お
り
、
自
作
農
的
土
地
所 

有
は
m
由
な
農
民
的
土
地
所
有
で
は
な
い
.こ
と
と
な
る
。
從
っ
て
小
農
經
營 

■に
お
け
る
基
本
的
矛
爾
は
、
.土

地

(

生
産
手
段)

の
封
建
的
所
有
と
生
産
過 

,
程
の
小
規
模
生
產
と
の
對
立
に
罾
®
す
る
も
の
で
あ
っ
て
生
產
カ
の
發
展
の 

障
截
と
な
.る
も
の
は
先
ず
封
建
的
生
窗
關
係
で
あ
る
。

•

こ
の
點
に
っ
い
て
小
野
寺
村
に
お
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
興
生
產
の 

た
め
の
必
須
の
條
件
と
し
て
の
副
f

間
生
產
と
割
山
の
關
係
に
集
中
的
に 

現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
.零
細
經
營
の
赤
字
補
稹
と
し
•て
の
み
な
ら
ず
、

一. 

町
I

一
 

町
五
反
の
農
民
上
層
の
農
業
生
簏
の
一
構
成
要
素
と
し
て
の
丈
間 

生
產
は
主
要
原
料
を
水
田
の
わ
ら
に
求
め
る
が
、
わ
ら
は
又
重
耍
な
淮
肥
源 

.
で
あ
る
。
從
っ
て
主
耍
な
現
金
收
入
源
で
あ
る
丈
間
生
產
を
增
加
し
て
農
業 

經
營
の
擴
大
を
計
る
た
め
に
は
堆
肥
^
罾
の
原
料
と
し
て
代
替
關
係
に
あ
る 

落
葉
、
草

(

IE
肥
を
ふ
く
め
て)

へ

の

、

つ

ま

り
山
利
用
へ
の
依
存
度
の
^
 

化
を
餘
谈
な
く
せ
し
め
ら
れ
る
。
外
か
ら
わ
ら
を
購
入
す
る
こ
と
も
あ
る 

が
、
常
然
現
金
支
出
な
し
の
前
者
の
比
重
は
大
き
い
わ
け
で
、
從
っ
て
出
を 

持
た
な
い
、
谀
い
は
一
七
六
戶
と
い
ぅ
零
細
な
山
林
所
有
農
民
だ
け
で
な
く 

宙
家
®

に
足
る5

持
ち
の
農
民
も
ふ
く
め
て
全
般
的
に
il
j

l-
L
tに
飲
存
す
る 

度
合
が
大
と
な
る
。

■

換
言
す
れ
ば
小
龄
券
村
に
お
け
る
農
業
經
營
の
苒
生
產 

の
一
環
を
こ
れ
ら
林
間
採
軍
地
が
し
め
て
い
る
と
い
ぅ
こ
と
に
な
り
、
割
山 

を
通
じ
て
、
自
作
農
、
山
持
ち
の
中
農
以
上
層
も
大
多
數
の
農
民
が
半
封
建 

的
生
產
關
係
の
規
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
事
が
立
證
さ
れ
る
..わ

け

で

あ 

る
。

I

山
林
所
有
者
の
立
木
販
賢
に
つ
い
て
。

六

六

(

七
一
六)

立
木
販
賣
か
b
見
た
當
村
の
山
林
經
營
は
次
の
如
く
.で
あ
る
。
村
內
七
五 

町
步
t
村
外
ニ
七
町
涉
の
村
內
ー
の
大
山
林
所
有
者
で
改
琢
前
は
七
町
の
耕 

地
寄
生
地
主
'で
あ
っ
た
Y
家
で
は
、
七

五

町

步(

主
と
し
て
薪
炭

林)

を
適 

時
_
込
順
に
立
木
の
ま
ま
農
民
に
販
賓
す
る
。
用
材
林
の
場
合
は
仲
介
人
に 

伐
採
持
で
お
ろ
す
が
、
年
間
所
得
は
薪
炭
林
所
得
ニ
pH
览
圓
、
用
材
辟
所
得 

四
萬
圆
、
課
税
十
四
萬
圓
と
な
っ
て
い
る(

昭
和
ニ
七
年
度)

。耕
地
は
八
反 

六
畝
貸
付
、
耕
作
八
反
八
畝
で
、
そ
の
大
部
分
は
小
作
地
取
上
げ
に
ょ
る
も
' 

の
で
あ
る
。
第
三
位
五
0
町

步

(

改
革
前
十
町
步
耕
地
地
主)

山
^
M -
有
の 

S
家
の
場
合
も
同
様
で
立
木
の
ま
ま
歡
人
に
は
用
^

^
を
、
麗

に
は
薪
炭 

林
を
伐
採
さ
せ
て
阪
賣
す
る
。
昭
和
一
一
十
八
年
度
は
山
鉢
所
得
三
四
海
®
 

內
譯
は
杉
' 
松
、
雜

木

(

薪
炭)

で
あ
る
。
當
家
は
山
料
經
營
に
^
ん
ど
關 

心
を
持
た
な
い
、
消
費
の
た
め
の
販
寶
で
あ
る
。
現
在
六
反
五
畝
の
f
f
l
を
貸 

付
、
六
畝
餘
の
自
作
を
行
っ
て
い
る
。
五
〇
町

-i
i
；
-
.
以

上

の

三

大

山

林

所

有

者
 

の
う
ち
次
の
N
家
は
前I

一
者
と
異
り
、
山
林
經
營
を
企
業
的
に
行
っ
て
い
る 

所
に
特
色
が
あ
る
。
卽
ち
、
所
有
W
林
五
九
町
步
の
う
ち(

薪
炭
钵
！
•_.
.九
町 

步
、
松
杉
ニ
〇
町
步)

年
々
四
町
步
伐
採
を
豫
定
し
て
十
年
で
ー
囘
轉
と
な 

す
。
四
町
步
の
う
ち
一
町
五
反
は
勞
働
カ
を
雇
傭
し
て
诌
家
伐
採
商
人
に
引 

渡
し
、
ニ
町
五
，反
は
仲
介
商
人
に
立
木
の
ま
ま
販
寶
す
る
。
そ
の
內
容
は
前 

者
は
薪
そ
だ
と
製
炭
原
料
、
後
者
は
パ
ル
プ
M
料
で
あ
る
。
年
間
徘
定
所
得 

は
一
九
九
鹛
八
千
圓
。
N
家
の
當
主
は
改
革
前
ま
で
十
一
年
間
當
村
村
長
を 

つ
と
め
、
自
甶
黨
栃
木
縣
支
部
長
で
あ
る
地
位
を
背
景
と
し
て
各
地
の
農
協 

其
の
他
と
特
約
を
結
び
、
パ
ル
プ
材
の
外
薪
炭
材
の
市
場
を
確
保
し
て
い
る 

點
が
林
業
經
營
確
立
の
た
め
の
有
力
な
條
件
と
な
っ
て
い
る
。
N
家
に
お
い 

て
は
植
林
、
伐
採
、
製
炭
其
の
他
を
自
己
の
企
業
的
採
算
の
下
に
勞
働
力
を

雇
傭
し
て
行
い
、
商
業
資
本
家
に
其
の
生
產
称
を
販
寶
す
る
限
り
に
お
い
て 

(

利
潤
範
禱
の
確
立)

資
本
家
と
し
て
現
わ
れ
立
木
の
價
格
は
平
均
利
潤
以 

上
の
超
過
分
，で
あ
り
、
そ
の
土
地
所
有
は
近
代
的
土
地
所
有
で
あ
る
。

.

し
ヵ
し
な
ヵ
ら
三
家
共
泥
す
る
獸
と
し
て
の
農
民
に
戰
す
る
出
割
り
と
い 

テ
立
木
販
賓
に
つ
い
て
は
異

な

る

。

勞
働
生
產
物
な
ら
ざ
る
立
木
の
價
格 

は
、
土
地
所
有
の
經
濟
的
自
己
實
規
形
態
と
し
て
吵
地
代
で
あ
る
か
ら
、
賈 

手
た
る
農
民
の
自
家
勞
働
に
よ
る
立
木
の
伐
採
は
本
質
的
に
は
直
接
生
產
者 

た
る
農
民
が
山
林
所
有
者
の
所
有
す
る
il
l
林

(

土
地)

を
占
有
し
、
貨
幣
地 

代
を
支
刺
う
形
態
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
こ
に
何
ら
か
の 

經
濟
外
的
强
制
の
發
現
が
な
く
、
称
業
勞
働
の
性
格
.に
舊
地
主
小
作
關
係
に 

.
も
と
づ
く
雇
役
的
特
質
が
見
出
さ
れ
な
く
'と
も
、

_

的
生
產
者
た
る
農
民 

と
山
林
•所
有
者
と
の
以
上
の
よ
う
な
關
係
は
明
ら
か
に
半
封
建
的
生
產
關
係 

の
實
在
を
措
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う(

詁
3
參
照)

。

I

更
に
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
立
木
の
伐
採
は
"
山
も
ち
.
"
の
意
の
ま 

ま
で
あ
る
か
ら
、
農
段
に
と
つ
て
は
獲
得
し
た
.割
出
か
ら
實
質
的
に
は
數
年 

の

間

落

葉

下

：
^

^

い

を

取

得

す

る
こ
と
が
出
來
な
い
場

合

が

る
し
、
割 

t：!

の
具
體
'̂
.な
妓
宠
は
本
家
分
家
關
係
、
.地
主
.
•小

作

(

保
有
地
に
お
け
■る 

零
細
地
主
•
小
作
關
係
は
割
山
と
結
び
つ
い
て
現
實
の
支
配
機
構
と
し
て
の 

意
義
を
も
つ)

關
係
を
通
じ
て
多
か
れ
少
か
れ
規
制
.で
生
じ
う
る
。
す
な
わ 

ち
、
I
及
び
I
に
よ
つ
て
措
定
さ
れ
た
山
林
所
有
に
も
之
づ
く
半
封
建
的
生 

產
關
係
は
、
地
主
保
有
地
、
水
利
權(

山
に
近
ぃ
池
の
使
S

、
部
落
會
其
の 

仞

を

.C
じ
て
發
現
し
、
零

細
地
主
層0

1

軍
で
ふ
れ
た
よ
う
に
當
村
に
.お
い 

て
は
末
だ
に
保
有
地
總
額
は
相
當
高
い
比
牵
で
あ
る

)

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と 

し
て
支
配
層
の
物
質
的
基
礎
と
な
つ
て
い
る
。

農
民
は
割
山
を
通
じ
て
亩
已

M
地
改
取
後
に
お
け
る
山
林
地
主
の

一

存
在
形
態

0
借
入
れ
て
い
る
小
作
地
を
通
じ
て
、
部
落
會
に
お
け
る
諸
割
當
、
本

家

. 

分
家
關
係
其
の
他
を
通
じ
て
地
主
支
配
を
赏
質
的
に
受
取
る
わ
け
で
あ
る
。
 

そ
の
壓
カ
に
ょ
っ
て
第
二
農
協
か
ら
脱
退
し
、
或
い
•は
農
耕
Co
.手
傅
な
ど
出 

入
慣
行
を
復
活
す
る
な
ど
の
ヶー

ス
も
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
實
狀
で
あ
る
。
 

，こ
の

割
山
を
通
じ
て
の
i l
l
持
地
主
と
農
段
の
支
配
從
餛
關
係
は
北
部
に
入
る 

と
ま
す
ま
す
强
く
な
り
、
他
方
南
部
の
'零
細
山
持
で
も
あ
る
巾
農
層
が
こ
れ 

に
對
抗
す
る
力
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
前
述
の
、
經
營
が
比
較
的
大
き
い 

第
二
農
協
の
.中
軸
で
あ
っ
た
農
民
層
が
副
業
と
の
關
係
其
の
他
か
ら
地
主
層 

と
の
妥
協
面
も
あ
ら
わ
れ
て
來
て
お
り
、
當
村
の
農
民
運
動
.の
.中
農
主
義
党 

服
は
困
難
な
經
過
を
迪
つ
て
い
る
と
い
え
る
。

.

(

註
1

)
a. 

a. 

0
. Bd

.

 

II1/2, 

T
O
. 

8
5
6
.
「

資
本
論」

第
十
三
分
册
一
一
三 

三
頁
。

■

.
 

.

(

註
2)

栗
原
百
癖「

現
代
日
本
農
業
論」

一
.

一
三
頁
。

(

註
3)

た
と
え
ば
装
本
的
生
庳
關

係
が
資
本
主
義
的
で
あ
る

場
合
の
小
經
镫 

c

ァ
'ィ
ル
ラ
ン
ド
の
例

)

は
異
な
る
。

.

(

註
4)

平
野
義
太
郞「

農
業
變
苹
と
土
地
問
題」

ニ 

0
莨
。

.

「

封
雄
制
機
構
の
菡
本
的
經
濟
法
則
に
っ
.1
'
て」

前
揭
篑
一
八
六
茛
。

(

管

)
a. 

a. 

0
.

 

B
d

 L

 

s. 

8
0
1
.
「

資
本
論」

第
四
分
册一

一
五
七
頁
。 

(

註
6)

經
濟
外
的
强
制
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

土
地
の
封
雄 

的
所
有
に
基
づ
く
、
土
地
由
有
者
た
る
直
歡
生
庳
者
か
ら

剩
餘
勞
働
の
通
例 

的
形
態
た
，る
地
代
を
收
取
.す
る
機
能
>
考
え
る
。「

封
建
制
の
基
礎
は
經
濟 

外
的
强
制
で
は
な
く
て
封
建
的
土
地
所
有
で
あ
る」

ス
タ
！
リ

ン「

社
會
主 

義
に
ぉ
け
る
經
濟
的
諸
間
題」

國
民
文
庫
五
一
頁
。
.
し
た
が
っ
て
封
建
的
土

六

七

(

七
一
七)



H
ff
l
學
會
雑
誌
第
四
十
八
卷
笫
九
號

.:

.

地
所
有
が
荏
狂
ず
る
限
り
經
濟
外
强
制
が
存
.お
す
る
が
、
所

謂「

經
濟
外
强 

制」
的
現
.象

：(

封
建
的
支
配
隸
從
關
係)

.
の
存
在
の
指
摘
は
封
建
的
土
地
所 

有
の
論
證
に
十
分
で
.は
な
い
。
-
こ
の
點f

來
の
地
主
制
殘
存
.の
論
證
に
對
し 

て
も
格
：理
出
來
る
の
で
は
.な
い
が
と
考
え
る
。

.

四

農
地
改
i

に
お
け
る
亩
作
農
的
土
地
所
有
を
規
定
す
る
半
封
建
的
諸
關
係 

を

"
^
补
办
同
體
の
物
質
的
蓮
盤
と
し
て
の
山
林
.

.水
利
"
に
求
め
、
 

そ
れ
ら
が
勞
働
過
程
に
對
し
て
共
同
體
的
規
制
を
有
.じ
て
い.
る

.ベ=

經
濟
外
强 

.制)

た
め
に
、
自
作
農
的
土
地
所
有
全
般
が
自
由
i

民
的
土
地
所
有
な
ら
ざ
' 

る
性
格
に
規
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

こ
の
見
解
は「

員
^
ヰ
日
_」

の
理
解
に
お
い
て(

勞
働
過
程
，の
規
制
者
と
し
，て
の

役
割
を
も
ふ
く
め

て)

、
 

又
改
本
後
の
山
林
.
採
軍
地
を
そ
の
ょ
ぅ
な
共
㈣
體
的
規
制
の
基
盤
と
卽
斷
す 

る
點
に
お
い
て(

I.
L

I

称
所
有
は

そ
れ
自
體

に
お
い
て
.

は
封
建
的
で
な
い
、

共
同 

體
の
莱

：

盤
と
い
シ
だ
け
で
は

封
建
的
と
規
定
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

封
建 

的
如
靡
關
係
の
存
花
が
そ
れ
を
封
連
的
性
格
に
規
定
す
る〕

幾
i

題
が
殘
る 

わ
け
で
あ
る
が
、
又
經
濟
外
强
制C

こ
こ
で
は

共
同
體
的

規
制)

の
存
在
を
も 

っ
て
た
だ
ち
に
土
地
所
有
の
封
建
制
の
論
證
十
分
と
す
る
論
理
に
^
:
題
が
あ 

る
0本

稿
に
お
い
て
試
み
た
と
こ
ろ
は
、
I

直
接
坐
產
者
の
必
要
缺
く
べ
か
ら 

ざ
る
生
產
手
段
、
生
活
手
段
の
一
部
が
非
勸
勞
的
に
私
有
.
獨
古
さ
れ
、
直
接 

坐
產
者
た
る
小
農
民
と
土
地
所
有
者
と
が
、
生
產
手
段
、
生
活
資
料
の
占
有
を 

め
ぐ
つ
て
對
立
す
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
そ
の
關
係
に
基
づ
い
て
權
カ
支
配
が 

生
ず
る
こ
とC

無
傲
勞
働
給
付
、

出
入
慣
行
の
復
活)

、

I

立
木
販
寶
を
行

六

八

.(

七
一
八〕

う
il
l
林
地
主
の
場
合
、
N
家
の
よ
う
に
、
M
傭
勞
ii
に
よ
っ
て
伐
採
し
た
木
材 

を
商
第
資
本
家
.に
寶
渡
す
場
合
は
山
林
地
主
は
近
代
的
土
地
所
有
若
と
し
て
現 

わ
れ
る
が
、
，.
Y家
の
よ
う
に
直
接
山
割
り
と
し
て
立
木
の
ま
ま
阪
寶
す
る
と
き 

は
、
農
民
に
と
つ
て
封
建
地
主
と
し
て
立
'ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
何
故
な
ら 

ば
、
立
木
は
'土
地
所
有
の
經
濟
的
亩
已
實
現
形
態
と
し
て
の
地
代
で
あ
り
、
苗 

家
勞
働
に
よ
る
立
木
の
伐
採
は
、.
直
接
生
產
者
た
る
農
民
が
山
林
地
主
所
有
の 

山

林

(

土
地)

を
占
有
し
、
貨
幣
地
代
を
支
拂
う
形
態
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で 

あ
る
。

こ
の
.ニ
點
.に
お
い
て
、
生
產
關
係
の
規
制——

窗
接
生
產
者
の
生
產
手 

段
の
占
豸
|
.
と
い
う
點
か
ら
し
て

自
作
■
的
土
地
所
有
の
半
封
雄
的
規
定
性 

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

(

訪
1)

福
，綠
大
學
の
厘
继
棒
氏
の
見
解
。r

改
艰
後
に
お
け
る
剡
建
的
農
業 

權
造
に
っ
い
て」

商
學
論
集
第
一
ニ
卷
第
ニ
號
。

「

農
地
改
难
と
農
村
共
同 

體」

農
業
經
濟
矾
究
第
ニ
六
卷
第
三
號
。
 

•

+

(

一
九
五
五
•
七

.
一
五)

S
i
m
o
n

 

Kuznetz, 

Shares 

of 

Clipper 

income 

g
r
o
u
p
s

 in I
n
c
o
m
e

 a
n
d

 saving.

こ

こ

に

^

げ

る

 

S
h
a
r
e
s

 

o
f
a
p
p
l
e
r

 

i
n
c
o
m

<5>

oq
s

c

p

g1-
J
.
y

I
n
c
o
m
e

 

a
n
d

 

S
a
v
i
n
g
,

 

N
a
t
i
o
n
a
l

 

B
u
r
e
a
u

 

o
f
o
c
o
n
o
m
i
c

 

r
e
s
e
a
r
c
h
,

 

1
9
5
3

 

の
'
敦

者

s
i
m
m
w
u
z
n
e
t
z

は
過
去
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
ヵ
の
國
民
所
得
統 

計
に
っ
い
て
實
際
面
の
調
迤
を
通
じ
て
多
く
の
業
績
を
擧
げ
て
い
る
人
で
あ 

る
。
本
醫
も
同
樣
の
葸
味
で
統
計
資
料
と
し
て
の
價
値
に
っ
い
て
多
く
の
期
待 

が
か
け
ら
れ
る
。
元
来
ど
こ
の
國
で
も
家
計
調
赍
の
對
象
と
な
る
所
得
階
級
は 

比
較
的
少
頰
所
搏
者
の
階
層
に
限
ら
れ
て
居
り
、
主
と
‘し
て
社
會
政
策
的
觀
點 

か
ら
こ
の
领
の
階
級
の
生
活
內
容
の
分
析
が
重
視
さ
れ
た
。
し

か

し

國
民
經
濟 

の
發
肢
の
た
め
に
は
資
本
蓄
锁
が
I

條
件
で
あ
り
、
所
得
の
變
化
と
共
に
貯 

蓄
が
い
か
に
變
化
し
て
行
く
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ケ
ィ
ン
ズ
經
濟 

學
の
出
現
以
後
、
世
界
の
學
屏
の
重
大
關
心
事
と
な
り
、

ア
レ
ン
.
ボ
I
レ
ー 

の
法
則
を
始
め
1

徙
尚
に
關
す
る
多
く
の
議
論
左
見
る
に
至
っ
た
。
し
か
し 

貯
蒂
の
行
え
る
階
級
は
比
較
的
高
徼
所
得
若
で
あ
り
、
こ
の
階
級
に
っ
い
て
の 

家
計
調
迤
が
な
い
た
め
、
こ
の
論
带
も
十
分
な
實
體
的
檢
討
を
缺
く
憾
が
あ
っ 

た
。本

臀
は
第
一
編
所
得
分
配
分
の
水
準
と
變
化
、
第
二
編
高
額
所
得
階
級
の
特 

—

評
及
び
，紹
介

 

■

性
、
第
三
編
所
得
と
貯
蓄
、
第
四
編
推
計
値
の
抽
出
と
そ
の
特
性
、
に
ょ
っ
て 

構
成
さ
れ
、

一
九
一
三
I
四
八
年
に
亙
る
ア
メ
リ
ヵ
の
統
計
資
料
に
關
す
る
記 

述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
主
要
.な
結
果
を
紹
介
し
て
行
こ
ぅ
。
彼
は
先
ず
一 

人
當
り
所
得
の
順
に
人
ロ
と
所
得
の
累
積
度
數
を
訃
算
し
、
總
人
口
の
一
、
三
、

五
％
が
受
取
■る
所
得
額
を
算
出
す
る
。
總
人
R
の
西
分
の
一
に
當
る
高
額
所
得 

集
團
の
所
得
額
は
總
所
得
の
十
五
％
、
五
%
の
人
口
が
受
取
る
所
得
は
ニ
九
.

七
九
％

で

あ

る

(

一.
九
一
九
I
三
八
年
平
均)

。
こ
れ
を
可
處
分
所
得
に
.換
算 

す
る
と
總
人
口
の一

%
が
ー
四
.
三
％
、
五
％
が
二
八•

五
％

の
可
處
分
所
得 

を
得
て
い
る.

(

但
し
非
農
家
の
み)

。

更
に
第
三
表
で
こ
の
所
得
の
內I

I
_

 

所
得
の
.種
類
が
示
さ
れ
、

こ
れ
と
と
も
に
口ー

レ
ン
ッ
曲
線
の
資
料
が
與
え
ら 

れ
高
額
所
得
若
の
所
得
の
內
譯
は
最
高 

一
％

の
所
得
卷
の
所
得
で
は
配
當
が
三 

三

.
〇
％
で
勤
勞
所
得
の
三 

一
.ニ 

％
を
凌
駕
し
て
い
る
が
、
上
か
ら
四—

五 

%

の
階
層
で
は
勤
勞
所
得
が
總
收
入
の
六
〇

•

八
％
と
壓
倒
的
に
多
い
こ
と
が 

目
に
っ
く
。

,

次
に
こ
の
構
成
比
！h

が
年
度
に
ょ
っ
て
ど
の
樑
に
潑
化
す
る
か
を
見
る
と
、

總
人
口
の 

一
％
、
五
％
に
當
る
高
額
所
得
の
所
得
割
合
は
一
九
一
九
1
三

八

年

e 

平
均
で
は
夫
々
一
三
.
 

一
％
、

ニ
四
•
七
％
で
あ
る
が
、
三
九
年
に
は 

一
一
•

九
％
、

二
三
.
七
％
に
夫
々
滅
少
し
て
居
;0
、

一
九
四
，六

年

に

は

.三

九

年

に

比 

ベ
て
も
更
に
ニ
.
九
％
及
び
五
•
三
％

の
双
少
を
見
て
い
る
。
非
農
家
人
口
の 

み
の
統
計
及
び
可
處
分
所
得
に
っ
い
て
も
略
々
類
似
の
結
果
が
見
ら
れ
る
。
こ 

れ
を
十
年
毎
に
區
切
っ
て
見
る
と
次
の
機
に
な
る
。

.

1

ハ'.九 

' 

(

七

1

.九)

.


